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令和 6 年度（2024 年度）  
宮崎大学入学料免除及び徴収猶予、授業料免除（前期）申請のしおり 

《大学院生（新 1 年生）用》 
 

入学料免除・徴収猶予、授業料免除の申請をする方は、この「しおり」を熟読のうえ（注意事項までしっか

り読んで理解すること）、指定された期限内に手続きを行ってください。 

期限を過ぎての申し出は、いかなる理由があっても受付けません。 

Ⅰ．申請手順 

 1．令和 6 年度前期入学料免除及び徴収猶予・授業料免除申請書を提出 

   ※入学手続き書類を提出時の際に必ず同封してください。 

2．免除申請に関する書類一式の提出 ※下記のいずれかを選択 

 

・内部進学者 

 提出日：令和 6 年 3 月 14 日（木）10：00～16：00 ※12：00～13：00 は除く 

 提出日：令和 6 年 3 月 15 日（金）10：00～16：00 ※12：00～13：00 は除く 

 提出日：令和 6 年 3 月 18 日（月）10：00～16：00 ※12：00～13：00 は除く 

 提出日：令和 6 年 3 月 19 日（火）10：00～16：00 ※12：00～13：00 は除く 

 会 場：330 コンベンションホール 

 以下の予約申請フォームからログインし、予約申請してください。 

   https://reserve.of.miyazaki-u.ac.jp/reserve/jump/184 

予約申請期間：令和 6 年 2 月 1 日（木）～令和 6 年 3 月 7 日（木） 

 

・外部進学者（他大学からに宮崎大学院に進学予定の方） 

 以下の指定日時の内、都合の良い時間に、必要書類を準備の上、お越しください。 

  提出日時：令和 6年 4月 1日（月）～4月 12日（金） 8:30～17:00  

※土日は除きます。 

   提出場所：学び・学生支援機構学生支援課（330記念交流会館内２番窓口） 

        ※指定された提出日に来られない場合は、事前に学生支援課へご相談ください。 

【注意】 

 ※入学料免除及び徴収猶予・授業料免除申請者は、結果が出るまで入学料や授業料を 

  納付しないでください。 

 ※提出前に申請書類一式をコピーし、自身で保管しておいてください。 

 

3．不備書類等の提出について 

  書類が準備出来次第、速やかに 330記念交流会館 2番窓口にお越しください。 

  4. 申請内容に変更がないか、再度確認する（兄弟の就学状況や家族の就労状況など）。 

変更がある場合は、至急、学生支援課へ（4月 12日（金）まで）申し出てください。 

 

Ⅱ．免除（徴収猶予）制度、申請資格、選考スケジュールについて 

1．入学料免除及び入学料徴収猶予の制度および申請資格について 

（１）入学料免除（一般枠）  

次の申請資格者を対象として、学生本人の申請に基づき選考のうえ、令和 6 年度入学料の全額又

は半額を免除するものです。（ただし、全額免除は入学者数によっては実施されません。） 

  申請資格   

【大学院入学生】次のいずれかに該当する者 

➀経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合。 

②入学前１年以内（令和 5 年 4 月から申請時までの間）において、本人の学資を主として負担して

いる者（以下、「学資負担者」という。）が死亡又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を

受けたことにより、入学料の納付が著しく困難な場合。 

https://reserve.of.miyazaki-u.ac.jp/reserve/jump/184
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（２）入学料徴収猶予（一般枠）  

次の申請資格者を対象として、本人の申請に基づき選考のうえ、令和 6 年度入学料の徴収を令和

6年 9月末まで猶予するものです。 

 申請資格  次のいずれかに該当する者 

①経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合。 

②入学前１年以内（令和 5 年 4 月から申請時までの間）において、学資負担者が死亡又は本人若し

くは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、入学料の納付が著しく困難な場合。 

 

2．授業料免除の制度および申請資格について 

（１）一般枠 

   次の申請資格者を対象として、学生本人の申請に基づき、令和 6 年度前期の授業料の全額又は一部

（20万円又は 10万円）を免除するものです。 

 申請資格  次のいずれかに該当する者 

①経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合。 

②授業料の納期前６月（新入生は入学前１年）以内において、学資負担者が死亡又は本人若しくは

学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、授業料の納付が著しく困難な場合。 
 

（２）特別枠（災害） 

熊本地震(H28)、西日本豪雨(H30)、北海道地震(H30)、令和 2年熊本豪雨等の激甚災害に被災された

方（世帯）を対象とした授業料免除です。 

※令和 6年度について、実施が決定次第、HP等上で案内します。 

 ※予算の都合上、実施されない場合もありますので、ご了承ください。 

 

 

 

 

 

3．選考スケジュールについて（入学料免除・徴収猶予、前期授業料免除） 

 

※令和 6 年度後期の授業料免除についての通知は、令和 6 年７月下旬の予定です。申請希望者は、掲示

板やホームページの案内を見落とさないようご注意ください。 

 

Ⅲ．選考基準 

入学料免除・徴収猶予、授業料免除は、学力（学力基準は以下参照）と家計（家計基準は次頁参照）に

より選考します。 

 

●学力基準                                

大
学
院 

修士 
１年次生  学修に意欲があり学業を確実に修了できる見込みがあると認められた方。 

２年次生以上 前年度までの成績評価（注１）が 75％（70％）以上の方。 

博士 全年次 指導教員の推薦がある方（申請書に指導教員の所見がある方）。 

（ ）の数値は、母子父子世帯、生活保護世帯等経済的困窮度が著しく特別な事情にある方の学業成績を示す。 

 

 

 

事前予約

1月～2月

在学生のみ

申請

新入生：入学手続期間

在学生：3月

面談

4月

新入生のみ

審査

4月～6月

結果通知

7月下旬（予定）

・免除申請に係る当該期の基準日（前期：４月１日 後期：10 月１日）から免除の結果が出るまでの間

に休学する者又は学期途中に復学する者は申請できません。申請後に休学することが決まった場合は、

申請辞退となりますので、必ず学生支援課へお知らせください。 
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注１．成績評価の計算方法 

 秀 ＋ 優 ＋ 良 （科目数） 

成績評価 ＝  × 100 （％） 

         秀 ＋ 優 ＋ 良 ＋ 可 （総修得科目数） 

 

●家計基準   

世帯全員の前年１年間（退職・転職等により変動がある場合は、現在の所得状況による）の世帯収入に

より判定します。世帯収入とは、生計を一にする世帯全員の収入金額であり、原則、同居や就学者は同一

生計です。別居していても生活費全般を父母等が工面している場合や、収入があり生計は別だが同居して

いる場合も同一生計となります。 

【同一生計の例】  

・別居しているが生活費全般を父母等が工面している祖父母・就学者以外の兄弟。 

・収入があり生活費等は父母等と完全に別であるが同居している祖父母・就学者以外の兄弟。 

【入学料免除・授業料免除の世帯収入上限額の目安】 

※入学料：半額免除、授業料：10万円免除の場合の目安です                （万円） 

 給与所得 

（源泉徴収票の支払金額） 

給与所得以外 

（確定申告書の所得額） 

自宅通学 自宅外通学 自宅通学 自宅外通学 

学部 2人世帯 508 571 294 338 

3人世帯 565 628 334 378 

4人世帯 645 692 390 434 

修士課程・ 

専門職学位課程 

2人世帯 542 605 318 362 

3人世帯 605 664 362 406 

4人世帯 678 722 420 464 

博士課程 2人世帯 690 734 432 476 

3人世帯 753 797 495 539 

4人世帯 821 865 563 607 

※想定している世帯構成は以下のとおりです。各世帯における子供の就学状況やその他の事情 

によって金額は異なってきます。 

２人世帯：本人・父（学資負担者） 

        ３人世帯：本人・父（学資負担者）・母（無職無収入） 

        ４人世帯：本人・父（学資負担者）・母（無職無収入）・公立高校の弟妹 

    ※世帯収入が収入上限額以下の場合でも、申請者数が多数にのぼり、予算額を超える場合には、

免除にならない場合があります。 
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Ⅳ．提出書類及び記載要項 

 

1．入学料免除・徴収猶予 

 

 

2. 授業料免除 

申請枠毎に必要書類、各書類の詳細な説明を記載しておりますので、熟読のうえ、提出書類を取りそろ

え、「申請書類確認票」の順に重ねて提出してください。 

（１）一般枠 （２）特別枠（災害）  

（１）一般枠 

 ・申請区分毎の必要書類（申請区分欄に●印があるもの）を提出してください。 

     ① 一般学生（②にも③にも該当しない者） ② 私費外国人留学生 

     ③ 独立生計者（独立生計者の要件を満たす者。） 

・就労状況一覧の記入例に必要書類の例を記載していますので、参考にしてください。 

・必要書類欄に「様式〇」と指定されている書類については、必ず本学の様式を使用してください。 

必要書類 備   考 

入学料免除及び徴収猶予申請書 

（様式（入申）） 

入学料免除及び徴収猶予の申請資格を必ず確認してください。 

※入学料免除及び徴収猶予の申請をする場合、結果通知があるまで入学料は納付しないで

ください。 

2．授業料免除 

（１）一般枠 の書類全て 

入学料免除及び徴収猶予のみを申請する場合は、授業料免除申請書は不要。ただし、家庭

調書①・②は提出 

①
一
般
学
生 

②
留
学
生 

③
独
立
生
計 

必要書類 備   考 

● ● ● 
入学料免除及び徴収猶予・
授業料免除申請書 

・必ず、入学手続書類に同封してください。 

● ● ● 
申請書類確認票 

（A 票・B票） 

・申請書類提出前に、この確認票で必要書類が全て揃っているか確認すること。 

・A票（大学控）と B票（本人控）の両方を提出すること。 

● ● ● 

授業料免除申請書 

           (様式(授申)) 

（家庭調書①・②を含む） 

・記入例参照 ・申請受付後に変更がある場合は、必ず申し出ること。 

・入学料免除・徴収猶予のみを申請する場合は、授業料免除申請書は不要。ただし、

家庭調書①・②は提出すること。 

● ※ ● 
就労状況一覧 

(様式(就)) 

・記入例参照 ・申請受付後に変更がある場合は、必ず申し出ること。 

・すべての箇所を家族に確認のうえ、本人が記入 

※留学生については、配偶者や同居している親族がいる場合に提出 

● ● ● 

所得課税証明書（原本） 

※乳幼児、就学者を除く家族

全員分で、所得が無い場合も

必要 

 

※市区町村役場で発行 

・2022年分（令和4年1月～令和4年12月）→現時点で取得できる最新のもの 

・所得額・課税額ともに記載されているもので、世帯全員が一覧で表示されている

ものではなく、個人ごとに発行したものを提出 

・乳幼児、就学者を除く家族全員分 

・申請者本人は就学者のため不要（留学生・独立生計者は本人分も必要） 

・所得課税証明書の発行ができない場合に限り、非課税証明書の提出可 

・申請前3ヶ月以内に発行したものを提出 

● ● ● 

アルバイト収入状況証明・ 

申立書（本人分） 

(様式1) 

・2023年分（令和5年1月～令和5年12月） 

・源泉徴収票がある場合は写しを貼付 

・大学院生の TA・RAもアルバイトに含める 

● ● ● 奨学金受給申立書（様式2） ・2023年度分（令和5年4月～令和6年3月） 

● ● ● 

住民票（原本） 

※マイナンバーが記載され

ていないもの 

・本人を含む家族全員分（「続柄」や「筆頭者」を省略しないこと） 

・私費外国人留学生についても住民票を提出（「在留資格」を省略しないこと） 

・申請前3ヶ月以内に発行したものを提出 

※ホッチキスで留めてある住民票は外さないで提出 

※マイナンバーが記載されていた場合は再提出 

※住民票をとるときは「世帯全員分」を選んで発行すること。 
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※世帯の考え方・・・同居・別居を問わず、申請者と生計を一にする方は世帯員となります。生計を一にせず、

独立の生計を営む兄弟姉妹及び祖父母でも、同居の場合は同一家計の世帯員とします。   

※同一生計者以外の人物が記載されている場合、事情を確認の上、「申立書」等の 

 書類提出が必要となることもあります。 

● ※ ※ 家族の収入に関する書類 
乳幼児や就学者以外の家族が該当する書類全てを提出すること。  

※留学生・独立生計者については、配偶者や同居している親族がいる場合に提出   

● ※ ※ 控除に関する書類 
同一生計内に該当者がいる場合に書類を提出すること。 

※留学生・独立生計者については、配偶者や同居している親族がいる場合に提出  

- ● ● 家計状況報告書（様式13） 令和6年4月以降の家計状況を記入すること。 

- - ● 
独立生計者が提出する書

類 

・同一生計家族全員の健康保険証の写 

・本人の収入に関する書類（家族の収入に関する書類で本人に該当するもの全てを

提出すること） 

・学術振興会特別研究員採用決定通知書等の写と源泉徴収票 

・研究遂行経費に関する調書の写 
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☆家族の収入に関する書類 
 

乳幼児、就学者以外の同一生計の家族の収入に関する書類を全員分提出してください。複数該当する場合

は、すべて提出してください。 

 ・「対象者」欄を確認し、自分の家族がどれに該当するかをチェックして、必要書類を確認してください。 

・就労状況一覧の記入例に必要書類の例を記載していますので、参考にしてください。 

 

必要書類欄について： ●印：該当者は必ず提出、〇印：該当者はいずれかを提出。     

対象者 必要書類 発行所等 
所定 

様式 
備   考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

給
与
収
入
の
あ
る
方 

 
※
会
社
員
・
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
・
専
従
者 

等 

a. 
2023 年中に
給与収入の
あった方 

●源泉徴収票（原本又は

写） 

 

※複数の給与収入がある

（あった）方（一時的な

アルバイト等含む）は、

全ての源泉徴収票を提

出すること。 

勤務先  

・2023 年分（令和 5 年１月～令和 5 年 12

月） 

・令和 6 年 1 月以降に退職した場合、(既

に発行されていれば)令和 6 年分の源泉

徴収票も提出 

・パート等で、源泉徴収票が発行されてい

ない場合は、勤務先等の様式による給与

支払証明書を提出 

・確定申告をしている場合は、確定申告書

の写も提出 

b. 
令和 5年 1月
2日以降に就
職した方 

●給与月額証明書 勤務先 様式３ 
・勤務先に様式 3 を提出し、見込みで証明

してもらう 

c. 
令和 5年 
1月 2日以降
に転職した
方 

●前職分の源泉徴収票

（原本又は写） 

●給与月額証明書 

 

●退職及び退職金支給証

明書 

勤務先 
様式３ 

様式４ 

・現在の勤務先に様式 3を提出し、見込み

で証明してもらう 

・退職及び退職金支給証明書（様式４）は、

令和 5 年 10 月 1 日以降（新入生は令和

5 年 4月 1日以降）に退職や退職金の支

払いがあった場合に提出すること。 

d. 
令和 5年 1月
以降に退職
又は退職予
定の方 

●前職分の源泉徴収票

（原本又は写） 

●退職及び退職金支給証

明書 

勤務先 様式４ 

・退職した勤務先に様式４を提出し、証

明してもらう 

・退職予定の場合は、必ず退職後に証明

をもらう 

・令和 5 年 10月 1 日以降（新入生は令和

5 年 4月 1日以降）に退職や退職金の

支払いがあった場合に提出。 

・令和 6 年 1月以降に退職した場合、(既

に発行されていれば)令和 6 年分の源泉

徴収票も提出 

e. 
令和 6年 4月
1日現在休職
中の方 

●休職証明書 

●傷病手当金通知書、育

休手当金通知書等の写 

 

 

勤務先 

全国健康保

険協会 

 

 

様式５ 

・勤務先に様式 5 を提出し、見込みで証明

してもらう 

・休職中に傷病手当金や育休手当金を受給

されている方は、金額のわかる通知書等

の写しを提出 

f. 
令和 5年 1月
以降休職し
たことがあ
る方 

●給与月額証明書 

 

 

勤務先 

 

 

様式３ 

・休職中、給与がない又は給与が減額され

ていた方 

・復職後、休職前と勤務形態に変更がある

方 
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g. 

年金・恩給受給者 

○年金振込通知書の写 

○年金決定（改定）通知

書の写 

 発行日が最新のもの 

日本年金機

構等 

年金事務所

等 

 

・複数受給している場合は、すべての写し

を提出（個人年金、企業年金、障害者年

金、遺族年金等も提出） 

・令和 5年 1月以降、新規で受給し始めた

場合は、年額がわかるものを提出（年金

証書等の写） 

・受給者の氏名が分かる部分もコピーする

こと 

・基礎年金番号が記載されている場合はマ

スキングを施した写 

h. 

雇用保険受給者 

（失業保険受給申請者） 

●雇用保険受給資格者証

の写 

職業安定所

（ハローワー

ク） 

 
・表裏ともコピー（印字されているページ

はすべてコピー） 

i. 

生活扶助費受給者

（生活保護世帯） 

●生活保護支給証明書 

 

市町村役場

社会福祉課 

社会福祉事

務所 

様式６ 

・2023 年分（令和 5 年１月～令和 5 年 12

月）の証明をもらう 

・様式６が提出できない場合は、生活保護

決定通知書の写及び通帳の写を提出 

・令和 6年 1月以降に受給が始まった場合

は、最近 3ヶ月分の書類も必要 

j. 

給与以外の所得 

・事業所得（営業等、

農業など） 

・不動産所得 

・利子所得 

・配当所得 

・雑所得等 

がある方 

●確定申告書（第一表・第

二表）の写 

●収支内訳書または青色

申告決算書の写 

●配当金明細書、特定口

座年間取引報告書の写 

 

※確定申告を行っていな

い場合は、令和 5 年度

市県民税申告書（表・

裏）の写 

税務署また

は 

市区町村役

場等 

 
 

・原則として税務署の受領印のあるもの又

は右上に電子申告の日付が印字された

ものを提出 

・2023 年分（令和 5 年１月～令和 5 年 12

月） 

・申告時に収支内訳書を作成する必要が無

い場合、収支内訳書の提出は不要 

・市県民税申告書のみの場合は、必ず裏面

の写を添付 

k. 

上記の事業所得等の

ある方のうち令和 5

年 1 月以降に新規に

所得を得ることとな

った方 

 

又は、令和 5 年 1 月

以降に休業期間があ

る方 

●年間所得見込について

の申立書（様式不問・HP

に記入例あり） 

 

 

※HPに

記入例

あり 

・任意の様式に次のア～ウのうち該当す

るものについてそれぞれの必要事項を記

載し、署名したものを提出してくださ

い。 

 ア．商工業所得 

   営業種目、従事者、売上高、必要経

費、所得額、事業開始時期 

 イ．農林漁業所得者 

   作付面積・作物種類等、収入金額、

必要経費、所得額、事業開始時期 

 ウ．その他の所得者又は雑所得者 

   種類（業種）、収入金額、必要経費、

所得額、事業開始時期 

※売上高・収入金額、必要経費及び所得

額は、１年間の見込み額を算定 

l. 

一時所得や譲渡所得

のあった方（令和 5

年 10 月以降（新入生

は令和 5 年 4 月以

降）） 

●契約時の領収書等の写 

●確定申告書第一表～第

三表の写 

●確定申告付表兼計算明

細書の写 

税務署等  

 

例：土地売却、株式譲渡、保険の解約一時

金、同一生計の家族死亡による生命保険

等 

・所得金額及び所得を得た年月日を証明す

る書類を提出 

m. 

無職の方（18 歳以上

65 歳未満の方） 

●無職申立書 

※退職後、無職である方

（無職だが年金収入があ

る場合も提出が必要） 

 様式７ 

・就学者、被扶養者となっている配偶者は

提出不要。但し、被扶養者で令和 5 年 1

月以降に無職になった方は提出 

・被扶養者で、扶養者である夫（妻）が無

職になった方は必要 

・アルバイトやパート等で収入がある場合

は無職者には該当しない 

申請時までに確定申

告が完了していない

場合は、後日提出。 
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☆控除に関する書類 
同一生計内の家族の方で該当する方がいる場合、書類を提出してください。複数該当する場合はすべて

提出してください。  

必要書類欄について： ●印：該当者は必ず提出、〇印：該当者はいずれかを提出。 

対象者 必要書類 発行所等 
所定 

様式 
備考 

就学者のいる世帯

（高校以上） 

●在学確認及び授業料免

除状況証明書 

 

※必ず様式８を使用し、

令和 6 年 4 月 1 日以降

に証明を受けてくださ

い。学校独自の在学証

明書は認められませ

ん。 

※様式 8 に限り、提出期

限は令和 6年 4月 12日

（金）とします。 

在学学校等 様式８ 

・就学者とは、次の①、②に在学している

方のみ該当 

① 小、中、高、高専、大学（大学院、専

攻科、別科を含む。放送大学につい

ては、全科履修生、特科生に限る。）、

盲・ろう・養護学校 

② 専修学校（高等課程、専門課程） 

※専修学校の一般課程及び各種学校（予

備校、高校補習科、職業訓練開発校な

ど）に在学している方は就学者には該

当しないので、授業料免除申請書の

「就学者を除く家族」欄に記入（所得

課税証明書、無職申立書が必要） 

※就学者かどうか判断がつかない場合

は、学生支援課に相談すること 

母子・父子世帯 

※上記世帯は 

 全員提出 

●母子・父子世帯申立書 

 

 

 

様式９ 

・次のア～カに該当する世帯が控除の対

象 

ア. 母又は父と 18 歳未満の子女の世

帯 

イ. 母又は父と 18 歳未満の子女及び

60 歳以上で経済力のない祖父母

の世帯 

ウ. 18 歳未満の子女の世帯 

エ. 祖父母と 18 歳未満の子女の世帯 

オ. 配偶者のいない兄姉と 18 歳未満

の子女の世帯 

カ. 配偶者のいない兄姉と 18 歳未満

の子女及び経済力のない祖父母

の世帯 

※経済力のないとは，所得の年額が 50万

円以下の方 

※18歳以上の就学者及び長期療養，心身

障害等のため経済力のない方は 18 歳

未満として扱う 

・基礎年金番号が記載されている場合は

マスキングを施した写 

障害者，介護認定４

以上等の方がいる

世帯 

 

○障害者手帳等の写 

○介護保険被保険者証の

写 

 

 

市区町村役場

等 

  

・次に該当する方は、障害者手帳等を提出 
ア. 身体障害者手帳のある方又はこ

れに準じる方 
イ. 公害疾病の認定を受けた方で、か

つ当該公害により身体上の障害
のある方 

ウ. 原子爆弾による被爆者で身体の
機能に障害があり、健康管理手帳
を有している方 

エ. 心神喪失の状況にある方、若しく
は知的障害者と判定された方 

オ. 常に就床を要し、複雑な看護を要
する方 

・基礎年金番号が記載されている場合は

マスキングを施した写 

＋児童扶養手当を

もらっている場合

→児童扶養手当受

給関係通知書の写 

 

＋遺族年金を受給

している場合→遺

族年金振込通知書

等の写 

＋障害者年金を受給

している場合 

→障害者年金振込通

知書等の写 
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長期療養者がいる

世帯（申請時６ヶ月

以上の療養中又は

療養見込み） 

 

●長期療養証明書 

 

医師等 

市区町村役場

等 

様式 10 

・控除の対象となる支出費目は次の通り 
ア． 医師に対して支払う療養費又は

治療費 
イ． 病院，診療所へ入院するために支

出する費用（入院患者の食費等を
除く） 

ウ． あんま師、はり師、きゅう師、整
復師などの治療を受けるために
支出する費用 

エ． 看護人に対して支払う費用（看護
人に対する賄い費を含む） 

オ． 治療又は療養のために支出する
医薬品費 

カ． 介護保険法により「要介護認定・
要支援認定」を受けた人がサービ
スを利用した場合の自己負担額 

学資負担者が別居

している世帯 

●学資負担者別居に伴う

支払申立書 

●光熱水費等の支払を証

明する書類（領収書，口

座振替にしている方は

口座通帳の写等） 

●給与明細 

市区町村役場

等 
様式 11 

・直近 3ヶ月分 

・請求書ではなく、必ず領収書を提出する

こと。 

・口座振替にしている方は口座通帳の写、

給料天引の場合は家賃・光熱費が記入

された給与明細等の写を提出 

・赴任先に住民票を写していない場合は、

住所の分かる書類も併せて提出するこ

と。 

※証明のある金額のみ控除されます 

風水害・火災等の被

害を受けた世帯 

（在学生は令和 5

年 10 月以降、新入

生については令和 5

年 4月以降） 

●被害状況申立書 

 

●被災（罹災）証明書（原

本） 

●家屋等の賃貸契約書・各

種契約書 

●家屋等の補修見積書等 

●保険金支払証明書・明細

書 

●家屋課税台帳登録証明

書 

●確定申告「被災した住

宅、家財等の損失額の計

算書」 

市区町村役場

場 
様式 12 

・火災、風水害、地震等の災害により被害

を受けたために、支出が増大もしくは収

入が減少し、将来，長期（２年以上）に

わたり著しく経済的に困窮におかれて

いると認められる場合のみ適用 

学資負担者が死亡

した世帯 

（在学生は令和 5

年 10 月以降、新入

生は令和 5年 4月以

降） 

●死亡の確認できる書類

（死亡診断書等の写） 

●退職金支払証明書 

●生命保険支払証明書 

（または払込証明書） 

●遺族年金等の年金交付

通知書 

医師等 

 

勤務先 

保険会社等 

年金事務所等 

 

・生命保険金についての支払がない場合

は、その旨の証明又は申立書を提出（様

式不問） 

・基礎年金番号が記載されている場合は

マスキングを施した写 

 

独立生計者の認定基準について 

 

大学院に在学する者のうち、次のア～エのすべての項目に該当する者を独立生計者として認定します。 

ア. 所得税法上、父母等の扶養親族でない方 
   ※父母等の源泉徴収票等を後日提出する必要があります。 
イ. 父母等と別居し住民票が別になっている方 
ウ. 本人（配偶者があるときは、配偶者を含む）に収入があり、その収入について所得申告が 

なされ、所得課税証明書が発行される方 ※103万円以上が目安 

エ. 本人（又は配偶者）が健康保険料を支払っている方 

※私費外国人留学生以外の学部学生は独立生計として認定しません。 

※親族から経済的支援を受けている者は独立生計として認定しません。 
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（２）特別枠（災害） 

 実施が決定次第、別途通知を HP 上に掲載します。別通知にて、提出書類等ご確認ください。 

 

Ⅴ．選考結果通知 

選考結果は令和 6 年 7 月下旬に、学生本人には申請時（面談日）に付した受付番号で掲示、学資負担者に

は郵送において通知します。なお、掲示は木花キャンパス学生食堂前掲示板から行います。申請受付時に

申請書類確認票のＢ票（本人控え）に受付番号を貼付しますので、結果発表時まで大切に保管してくださ

い。 

 

Ⅵ．入学料・授業料の納入 

〇入学料 

・不許可となった方は、速やかに所定の期日（結果通知から 2週間以内）までに所定の額を納入し 

なければなりません。 

 ・一部免除となった方は、9月末まで徴収が猶予され、猶予期限から２週間以内に所定の額を納入しな

ければなりません。 

 〇授業料 

  ・一部免除又は不許可となった方は、速やかに所定の期日までに所定の額を納入しなければなりませ

ん。 

 ※結果通知があるまで、授業料の口座振替（引き落とし）は猶予されます。 

 ※入学料・授業料の金額等については宮崎大学の HPに記載がありますのでご確認ください。 

 ＜閲覧手順＞ 

 宮崎大学 HPトップページ右上「MENU」 → 学生生活 → 授業料等について  

→ 授業料について 

アドレス ：http://www.miyazaki-u.ac.jp/campus/fees/jugyou/index.html  

 

 

  

 

 

 

 

Ⅶ．入学料免除・徴収猶予、授業料免除に関する問い合わせ先 

    宮崎大学 学び・学生支援機構 学生支援課 経済支援係 

         住所  〒８８９-２１９２   

宮崎県宮崎市学園木花台西１－１ 

         T E L  ０９８５－５８－７９７６、７１４０、７８８２ 

         F A X  ０９８５－５８－７９７４ 

問い合わせ時間 平日８：３０～１７：１５ 

問い合わせフォーム 

 

※申請受付後の問い合わせには、学部・学年・氏名・学籍番号を申し出てください。 

 

 

 

  

重要！！ 

入学料免除及び徴収猶予、授業料免除申請者は、結果の通知があるまで授業料は納入しないでください。 

（口座振替の手続を済まされている方については、口座からの引き落としを猶予します。） 

ただし、申請後辞退をすることになった方は直ちに所定の額を納入しなければなりません。辞退され

る方は学び・学生支援機構学生支援課で必ず説明を受けてください。 

https://jim-db.of.miyazaki-u.ac.jp/Ex/publicform/55aa7770-8cbe-11ed-8756-c9bcfe2967a0
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免除等申請に関する注意事項  ※申請前に必ず読んでください。 

★申請者は結果通知があるまで入学料や授業料を納付しないでください。 
  ・ 一部免除の方又は不許可の方については、結果通知の際に、納付方法や納付期限等をお知ら

せします。 

・ 一般枠で入学料徴収猶予のみ申請される方については、授業料は徴収猶予されません（5月末

に指定口座から引き落とし予定） 

 

★申請書類提出について 
 

・ 申請期限は厳守してください。入学手続期間経過後の申請は一切受理できません。 

 

・ 申請手続きは、申請者が行うものです。生計維持者（又は学資負担者）が自筆で記入する箇

所以外は、申請者自身で記入してください。 

※免除申請書及び提出書類等の記入方法について見直しを行い、パソコンによる入力を可としま

す。ただし、自署と記載されている箇所は自筆でお願いします。自筆の場合、黒又は青のボールペ

ンを使用してください。鉛筆、フリクションボールペン（消えるボールペン）を使って記入された

書類は受付できません。 

なお、押印については従来とおりとなっていますので、押印が必要な書類は必ず押印をお願いし

ます。 

 

・ 申請書類に不備が多い場合は、審査の対象外となることがあります。 

 

・ 申請後にこちらから追加書類をお願いした場合、指定された期間内に必ず提出してください。 

（可能な限り、面談日に追加書類・不備書類を提出するようにしてください） 

事前連絡なく書類を提出しなかった場合、申請を辞退していただくことになりますのでご注

意ください。やむを得ない事情で提出が困難な場合、必ず事前に学生支援課へご相談くださ

い。 

 

・ （一般枠のみ）申請受付後に申請内容に変更が生じた場合（4/1現在の兄弟の進路状況、4/1現在

の父母の就労状況等）は、至急、学生支援課に申し出てください。 

 

★ 面談には、申請者本人がお越しください（学資負担者にお越し頂く必要はありません）。 

※本人が来ることできない特別な理由がある場合は、必ず学生支援課へ事前連絡をお願いし

ます。 

※書類不備による追加提出分を含め、事前連絡なしに本人以外の者が申請書類を提出しても

受理できませんのでご留意ください。 

 

★ 申請しても免除・徴収猶予になるとは限りません。 

 

★ 申請の有無にかかわらず、入学料・授業料納入の準備は事前に十分に行ってください。 

 

★ 家計困窮度の高いご家庭が多くなった場合や、該当年度の予算額等の違いにより、免除結果

が前回と異なる場合がありますので、ご了承ください。 

 

★ 令和 6年度後期分の授業料免除についての通知は、令和 6年 7月下旬の予定です。申請希望

者は、掲示板、学び・学生支援機構 HPのお知らせを見落とさないよう、ご注意ください。 
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  ★よくある質問 
   

  Q．就労状況一覧には無職の家族も記載する必要がありますか？ 

  A．記載する必要があります。原則所得課税証明書の提出が必要な家族が該当します。 

 
Q．所得課税証明書は家族全員分が必要ですか？ 

  A．乳幼児、就学者を除く家族全員分が必要です。なお、浪人生は就学者に該当しませんので 

    所得課税証明書が必要です。 

 

Q．申請者本人も就学者に該当しますか？ 

A．該当します。ただし、申請者本人が留学生・独立生計者の場合、所得課税証明書の提出 

    が必要となります。 

 

Q．所得課税証明書は世帯全体が一覧表示されているものでも問題ないですか？ 

A．個人毎に提出する必要があります。 

 

  Q．アルバイト収入状況証明・申立書についてですが、源泉徴収票の代わりに給与明細票でも 

    問題ないでしょうか。 

  A．「源泉徴収票の写し」の貼付をお願いします。なお、源泉徴収票を貼付する場合、各月の 

    アルバイト収入額等の金額を記載する必要はありません。 

 

  Q．住民票に「続柄」と「世帯主」が記載されていませんが、問題ないでしょうか。 

  A．「続柄」と「世帯主」の記載は必要です。なお、自治体によっては、申し出がない場合 

    記載されていない状態で住民票が発行されますので、ご注意ください。 

 

  Q．住民票に同一生計者以外の人物が記載されていますが、問題ないでしょうか。 

  A．面談時に事情を確認します。場合によっては申立書等の書類提出が必要となる場合があります。 

 

  Q．年金を受給している証明書は「源泉徴収票」でも問題ないでしょうか。 

  A．「年金振込通知書」・「年金決定（改定）通知書」のいずれか最新のものの提出をお願いします。 

    ただし、上記書類が準備できない場合は「源泉徴収票」で問題ありません。 

 

  Q．「在学確認及び授業料免除状況証明書（様式 8）」を提出できない場合、代わりに「在学証明書」  

    を提出しても問題ないでしょうか。 

  A．授業料免除状況を確認する必要がありますので、必ず「在学確認及び授業料免除状況証明書（様

式 8）」に従い、提出をお願いします。 

 

 

 

 

 


